
十
一
月
三
十
日
（
月
）

　
　

開
会
、
決
算
議
案
委
員
長
報
告
・
採
決
、

　
　

ご
み
処
理
施
設
建
設
に
関
す
る
調
査
特

　
　

別
委
員
会
中
間
報
告
、
議
会
改
革
調
査

　
　

特
別
委
員
会
最
終
報
告
、
議
案
上
程

十
二
月
七
日
（
月
）
〜
十
一
（
金
）

　
　

議
案
質
疑
、
一
般
質
問
、
委
員
会
付
託

十
二
月
十
四
日
（
月
）

　
　

各
常
任
委
員
会

十
二
月
十
六
日
（
水
）

　
　

各
特
別
委
員
会

十
二
月
二
十
二
日
（
火
）

　
　

常
任
委
員
会
委
員
長
報
告
・
採
決
、

　
　

ご
み
処
理
施
設
建
設
に
関
す
る
調
査
特

　
　

別
委
員
会
中
間
報
告

十
二
月
二
十
五
日
（
金
）

　
　

ご
み
処
理
施
設
建
設
に
関
す
る
調
査
特

　
　

別
委
員
会
委
員
長
報
告
・
採
決
、
閉
会
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十
二
月
議
会
で
は
、
個
人
質
問
を
行
い
ま

し
た
。
十
二
月
七
日（
月
）か
ら
十
一
日（
金
）

の
五
日
間
に
わ
た
っ
て
、
二
十
六
人
の
議
員

が
質
問
を
し
ま
し
た
。
次
ペ
ー
ジ
よ
り
紹
介

し
ま
す
が
、
掲
載
の
質
疑
は
議
員
が
作
成
を

し
、
議
員
の
責
任
で
掲
載
し
て
い
ま
す
。
写

真
に
つ
い
て
は
、
質
問
に
ち
な
ん
だ
写
真
を

持
ち
寄
り
ま
し
た
。

市
政
に
対
す
る

市
政
に
対
す
る
一
般
質
問

一
般
質
問

市
政
に
対
す
る

市
政
に
対
す
る
一
般
質
問

一
般
質
問

市
政
に
対
す
る

市
政
に
対
す
る
一
般
質
問

一
般
質
問

市
政
に
対
す
る
一
般
質
問

　

会
期
を
十
二
月
二
十
五
日
ま
で
延
期
し
て
特
別
委
員
会
を
開
催
し
、「
最
終
報
告
」

を
行
う
こ
と
と
し
て
議
論
し
て
き
て
い
ま
し
た
が
、
本
会
議
で
は
、
委
員
長
が
独
断

で
「
委
員
会
報
告
」
と
し
た
た
め
、こ
れ
に
対
し
て
「
質
疑
・
討
論
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

松
本
議
員
質
疑
↓
何
故
最
終
報
告
と
な
っ
て
い
な
い
の
か
、
お
か
し
い
で
は
な
い
か
。

　

委
員
会
と
し
て
の
「
ま
と
め
」
が
出
来
る
よ
う
に
論
議
を
し
て
ほ
し
い
。

委
員
長
↓
私
の
判
断
だ
が
、
調
査
す
べ
き
こ
と
が
ま
だ
残
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
議
員

　

間
で
意
見
調
整
が
出
来
な
い
な
ど
の
理
由
も
あ
り
、
調
査
が
出
来
て
い
な
い
課
題

　

を
残
し
た
ま
ま
に
委
員
会
を
閉
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

西
野
議
員
討
論
↓
領
家
地
区
へ
の
建
設
に
つ
い
て
「
再
考
を
求
め
る
住
民
の
会
」
と

　

津
山
圏
域
組
合
の
管
理
者
と
の
話
し
合
い
が
一
月
五
日
に
予
定
さ
れ
て
お
り
、
そ

　

の
結
果
を
見
届
け
る
必
要
か
ら
、
一
月
十
五
日
ま
で
会
期
を
延
長
す
べ
き
。

ご
み
処
理
施
設
建
設
に
関
す
る

ご
み
処
理
施
設
建
設
に
関
す
る

　
　
　

調
査
特
別
委
員
会
が
終
了
し
ま
し
た

　
　
　

調
査
特
別
委
員
会
が
終
了
し
ま
し
た

議
会
運
営
委
員
会
で
「
最
終
報
告
と
し
、
委
員
会
は
終
了
す
る
」
と
決
定

こ
れ
に
対
し
て
「
会
期
延
長
動
議
」
が
提
出
さ
れ
る

　

委
員
会
報
告
に
対
し
て
の
質
疑
討
論
が
終
結
後
、
議
会
運
営
委
員
会
で
協
議
が
行

わ
れ
、
議
長
か
ら
「
本
日
で
、
ご
み
処
理
施
設
建
設
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会
は

終
了
と
す
る
」
と
の
報
告
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、こ
れ
に
対
し
て
、「
会
期
延
長
動
議
」

が
左
記
の
理
由
で
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
定
例
市
議
会
会
期
延
長
及
び
ご
み
処
理
施
設
建
設
に

関
す
る
調
査
特
別
委
員
会
の
存
続
に
関
す
る
動
議

提
出
者
↓
西
野
修
平　

賛
成
者
↓
森
岡
和
雄
・
吉
田
耕
造
・
久
永
良
一
・
秋
山
幸
則

提
案
理
由　

　

津
山
市
議
会
平
成
二
十
一
年
十
二
月
定
例
会
は
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五

日
を
も
っ
て
終
了
日
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
本
日
の
「
ご
み
処
理
施
設
建
設
に
関
す

る
調
査
特
別
委
員
会
」
の
委
員
長
報
告
が
最
終
報
告
と
な
っ
て
い
な
い
た
め
、
調
査

不
十
分
で
あ
り
、
十
二
月
定
例
会
を
平
成
二
十
二
年
一
月
十
五
日
ま
で
延
長
し
、「
委

員
会
を
存
続
」し
て
引
き
続
き
調
査
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、

平
成
二
十
二
年
一
月
五
日
に
開
催
さ

れ
る
「
津
山
圏
域
資
源
循
環
施
設
組

合
管
理
者
会
」
と
「
領
家
地
区
ゴ
ミ

処
理
場
建
設
予
定
地
の
再
考
を
求
め

る
住
民
の
会
」
と
の
話
し
合
い
の
結

果
を
見
届
け
る
こ
と
及
び
「
領
家
地

域
の
賛
成
者
と
反
対
者
」
の
話
し
合

い
の
場
を
設
定
す
る
の
み
を
目
的
と

す
る
。


